
 
平成 28 年 3 月吉日 

お客様各位 

平成 28 年 4 月 診療報酬算定方法の改正に伴う 

「スピーディカテ」、「スピーディカテ コンパクト」シリーズの 

保険適用区分変更と新点数算定適用時期に関するご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記 
 

【在宅自己導尿に係わる診療報酬】 
 
■平成28年4月1日（金）改正内容   ＊平成28年3月4日付け厚生労働省告示第52号より 
 

技術料 点数 

C106  

在宅自己導尿指導管理料 
1,800 点 

C163 

特殊カテーテル加算 

 1. 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル 

   イ 親水性コーティングを有するもの    960 点 

   ロ イ以外のもの                600 点 

 2. 間歇バルーンカテーテル            600 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医科診療報酬点数表に関する事項（平成 28 年 3 月 4 日付け保医発 0304 第 3 号より） 

Ｃ１６３  特殊カテーテル加算 

(１) 「１」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルと 

して、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封 

後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。 

 

 

拝啓 春分の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 
さて、平成28年4月から適用される診療報酬算定方法の改正に伴う弊社製品の保険適用区分の変更について

ご案内いたします。 
平成28年4月1日から適用される診療報酬算定方法の改正（平成28年厚生労働省告示第52号）におきまして、

C 106 在宅自己導尿指導管理料に関連する特殊カテーテル加算の中に「親水性コーティングを有するもの」の

区分が新設され、960点の加算が可能となりました。 
 

また、この「特殊カテーテル加算 １ 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル イ 親水性コーティングを有する

もの 960点」の算定には、今回改定された保険適用医療機器の定義（平成28年3月4日付け保医発0304第9号）

における区分A2 (特定包括)での適用が必要となります。弊社の自己導尿カテーテル 「スピーディカテ」、「スピー

ディカテ コンパクト」シリーズ全製品は、平成28年5月1日からこの区分での加算の適用となる予定であることを

ご案内いたします。  
なお、弊社の自己導尿カテーテルは、4月中は従来の「間歇自己導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」に 

相当する 「特殊カテーテル加算 １ ロ イ以外のもの 600点」 での算定が可能です。  
 
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者、もしくは、下記のお客様センターへお問い合わせください。 
弊社では、今後もより良い製品の開発とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒倍旧のご愛顧を賜り 

ますようお願い申し上げます。 

敬具 
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■対象製品 「スピーディカテ」、「スピーディカテ コンパクト」 
 

 
 

 
 
 
■ 特殊カテーテル加算 １ イ 親水性コーティングを有するもの    960点 

平成28年5月1日処方分より算定可能予定 
 

以上 
 
 
 
 
 
 

                                                            

【お問い合わせ】 
コロプラスト株式会社 
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 11 階  
お客様センター フリーコール 0120-66-4469 
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